
歴史文化基本構想等策定

平成２０年度文化財総合的把握モデル事業 韮崎市

歴史文化基本構想等策定
（地域を見直し、地域らしさを再認識して、まちづくりへ）

↓
歴史まちづくり法への展開へ歴史まちづくり法 の展開

庁内の主な計画
市全体：第６次長期総合計画
建設課：景観計画策定中（市域全体）建設課：景観計画策定中（市域全体）
農林課：農山漁村地域力発掘支援モデル事業

（穂坂地域）

（１）韮崎市の面積 １４，３７３ｈａ

（２）韮崎市の人口 約３３，０００人

山梨県指定文化財

国指定文化財

山梨県指定文化財

韮崎市指定文化財

水田景観

里山景観



平成２０年度取り組み概要

地元での説明会



既存の取り組みとの相違点
●昭和40年代後半から50年代前半の『韮崎市誌』編纂以降、悉皆調査を実施していない。●昭和 年代後半から 年代前半の『韮崎市誌』編纂以降、悉皆調査を実施して な 。
●特定の文化財に対する調査において関連する文化財の調査を実施してきた。

Ex）白山城跡⇒白山城跡を中心としながら、城下地域の民俗調査等を実施。
⇒テーマ・ストーリー的なものから切り離し、パラレルに文化財を見直す。
⇒平成２１年度へ⇒平成２１年度へ

苦労した・している点
●庁内の体制●庁内の体制
「文化財行政＝保護」という思考から、「文化財行政＝保護・活用」という思考へのシフト

●市民との対話
「モデル事業に選ばれた＝文化財指定＝規制」という思考

委員と大学生による土地利用等の現地調査など⇒委員と大学生による土地利用等の現地調査など
⇒聞き取りなどによる対話の中で協同でまちを見つめているということを醸成・・・
⇒平成２１年度へ

委員からの指摘事項
●「対象地域を見る」だけではなく、「対象地域から見た」歴史・自然・文化的景観についても視野

に入れて、今後の構想策定・活用計画策定の取り組むべきである。

●「歴史文化基本構想・活用計画」の実現には、景観計画等の都市計画とのかかわりが深いこと
から、連携を密にすべきである。

●文化財群をある特定の歴史的な時間で捉えるのか、積み重なった状況として捉えていくのか、
今後の課題となると考えられる。今後の課題となると考えられる。

●「ワークショップ」・「モデル事業」をはじめとする用語は分かりにくく、誤って伝わりやすいので
はないか。


